
（施行規則第8条第１項） 

                                    令和    年    月    日 

目黒区長  宛て 

 

                     申 請 者  住  所 

                                       

 氏  名                                   

                                       

 電  話         （        ） 

                

 

                        申請者以外の      住  所 

                        土地所有者等  

関係権利者    氏  名                                   

                          

電  話         （        ） 

 

整 備 委 託 工 事 申 請 書 

 

下記土地について、目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例第11条第3号又は第4

号の規定により、後退用地の拡幅整備工事を目黒区に委託します。 

記 

１ 受 付 番 号         年度  第          号 

２ 敷地の所在地 

住居表示  目黒区                   丁目        番           号 

登記地番  目黒区                   丁目    番 

３ 隅切り用地                   有（      箇所） ・  無 

 

◎誓約書 

以下の事項を確認し、誓約します。【各項目にチェックしてください】 

 

□ 区に整備委託工事を依頼するにあたり、申請者の責任において、当該後退用地が接続する道
路と一体の構造になることについて、影響を受ける土地所有者等の承諾を得ています。 

□ 当該後退用地等と接続する土地の境界については、土地所有者及び関係者と確認をしていま
す。境界について争いがあった場合、本工事を起因とする責任を区に求めることはなく、区

には一切の迷惑をかけません。 

□ 整備工事後は後退用地を常時一般交通の用に供し、支障のないよう保全に努めます。 

□ 狭あい道路の拡幅整備に関する条例第 17条又は第 18条の規定により、区から助成金又は

拡幅整備工事に要した費用等の返還の請求がされた場合にはこれに従います。 

□ 当該後退用地について権利の変動を伴う行為を行う場合は、この整備協議に基づき生ずる義
務及び本誓約について、当該権利の変動の相手方に承継させます。 

 

 

※この申請書の提出時期は、建物完成の約３ヶ月前です。                          


